
☎189 児童虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。お住まいの地域の児童相談所につながります。
（または高山市役所　☎32-3333）

問合せ  子育て支援課  ☎ 35-3140

子
育
て

子どもの笑顔を守る
ために児童虐待の
早期発見にご協力ください！

が
あ
り
ま
す（
児
童
福
祉
法
第
25
条
）。

虐
待
？
と
疑
い
を
持
っ
た
ら
、
迷
わ
ず
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

児
童
虐
待
へ
の
対
応
は
、
市（
子
ど
も
発
達

支
援
セ
ン
タ
ー
）と
児
童
相
談
所（
飛
驒
子
ど
も

相
談
セ
ン
タ
ー
）が
連
携
・
協
働
し
な
が
ら
対

応
し
て
い
ま
す
。
児
童
虐
待
な
ど
で
保
護
が
必

要
な
子
ど
も
に
対
し
支
援
を
行
う
、
要
保
護
児

童
等
対
策
地
域
協
議
会（
以
下「
要
対
協
」）を
設

置
し
て
い
ま
す
。

要
対
協
で
は
、
保
護
や
支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
や
妊
婦
、
障
が
い
児
の
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。

通
報
先

〇
子
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー（
要
対
協
事
務
局
）

☎
35ｰ

３
１
７
９（
平
日
）

☎
32ｰ

３
３
３
３（
夜
間
、
休
日
）

〇
飛
驒
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
32ｰ

０
５
９
４

〇
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
１
８
９（
い
ち
は
や
く
）

〇
高
山
警
察
署
☎
１
１
０

「
し
つ
け
」と
称
す
る
体
罰
も

虐
待
で
す

虐
待
に
は
、
次
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

・
身
体
的
虐
待（
殴
る
、
た
た
く
な
ど
の
行
為
）

・
性
的
虐
待（
子
ど
も
へ
の
性
的
行
為
）

・
ネ
グ
レ
ク
ト（
育
児
放
棄
な
ど
）

・
心
理
的
虐
待（
子
ど
も
の
前
で
の
暴
力
・
暴

言
な
ど
）

保
護
者
に
全
く
自
覚
が
な
く
て
も
虐
待
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
の
尊
厳
や
権
利
を
守
る
の
は
大
人
の

役
目
で
す
。
子
ど
も
の
話
を
聞
い
て
、
健
康
に

成
長
で
き
る
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
支
援

に
ご
協
力
く
だ
さ
い

児
童
虐
待
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
な
ど
を
早
期

発
見
・
支
援
す
る
た
め
に
は
、
地
域
で
子
ど
も

を
見
守
り
、
支
え
る
取
り
組
み
が
大
切
で
す
。

児
童
虐
待
を
発
見
し
た
ら
、
通
告
す
る
義
務

ヤングケアラーを
ご存知ですか？
　子どもらしい暮らしができずに辛
い思いをしている子ども、ヤングケ
アラーが社会的問題になっています。
　お困りごとは子育て支援課までご
相談ください。

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

が
長
期
化
す
る
な
か
、
児
童
扶
養
手
当
受

給
者
相
当
ま
た
は
住
民
税
非
課
税
相
当
ま

で
に
収
入
が
落
ち
込
ん
で
い
る
子
育
て
世

帯
に
対
し
、
助
成
し
ま
す（
す
で
に
今
年

度
の
給
付
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
を
除

く
）。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
合
せ

子
育
て
支
援
課
☎
35-

３
１
４
０

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の

受
付
が
始
ま
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
子
家
庭
や
母

子
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助

け
、
子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
の

た
め
に
支
給
す
る
も
の
で
す
。

手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、
申
請
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す（
所
得
制
限
あ
り
）。

現
在
、
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に

は
、「
現
況
届
」の
案
内
を
お
送
り
し
ま
す

の
で
、
８
月
31
日
㈬
ま
で
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

子
育
て
支
援
課
☎
35ｰ

３
１
４
０

児
童
一
人
当
た
り
一
律
５
万
円

ヤングケアラーの例
(引用：一般社団法人日本ケアラー連盟 )

子育て
応援します
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